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令和７年度 第１回犯罪のないまちづくり推進協議会 会議録 

 

日時 令和７年８月２０日（月）９：００～１０：１９ 

場所 すこやかセンター２階 会議室１ 

出席委員 前川委員、山本委員、 原委員、國司委員、髙師委員、瀬良委員、荻野

委員、越川委員、山倉委員、大川原委員、中山委員、戸村委員、四本委

員 

欠席委員 秋葉委員、濱田委員 

出席者 五十嵐市長 

事務局 市民活動推進課 小川課長、石田主査、柏原 

傍聴者 なし 

 

[会議次第] 

１ 開 会 

２ 委嘱状交付 

３ 市長挨拶 

４ 委員自己紹介 

５ 担当職員照会 

６ 説明事項 

（1） 富里市犯罪のないまちづくり推進協議会の傍聴要領 

    資料１：富里市犯罪のないまちづくり推進協議会傍聴要領 

（2） 富里市犯罪のないまちづくり推進条例について 

    資料２：富里市犯罪のないまちづくり推進条例について（概要） 

（3） 富里市犯罪のないまちづくり推進協議会について 

    資料３：富里市犯罪のないまちづくり推進協議会について（条例抜粋） 

    資料４：富里市犯罪のないまちづくり推進協議会の運営に関する要綱 

７ 富里市の犯罪発生の状況等について 

   千葉県成田警察署 生活安全課  折 田 凌 也  氏 

８ 議 題 

（1） 会長・副会長選出 

（2） 令和７年度における防犯事業の現状と取組について 

    資料５：富里市内 犯罪の発生状況（刑法犯認知件数） 

    資料６：防犯事業の取組について 

９ 報告事項 

（1） 富里市外国人安全対策会議 

 資料７：富里市外国人安全対策会議設置要綱 

（2） 富里市暴力団排除対策協議会設置要綱 

10 その他 

11 閉 会  
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【会議概要】 
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議題（１）会長・副会長選出で会長（議長）が選出されるまでの

間、市民活動推進課長が進行する。 

 

次第６ 説明事項 

（１）富里市犯罪のないまちづくり推進協議会の傍聴要領 

 資料１により説明（傍聴人なし） 

 

 （２）富里市犯罪のないまちづくり推進条例について 

 （３）富里市犯罪のないまちづくり推進協議会について 

 資料２～４により説明 

 

 ただいまの説明について、御質問などございましたらお願いいたし

ます。 

 

～特になし～ 

 

 次第７ 富里市の犯罪発生状況について 

 ～富里市の犯罪発生状況について、成田警察署生活安全課 Ａ氏

より説明～ 

 

 委員の皆様より何かご質問等ございますでしょうか。 

 

 

 振り込め詐欺は、資料の中のどこに分類されるのでしょうか。 

 

 振り込め詐欺は、知能犯に該当します。他にも詐欺は、存在し、

振り込め詐欺はその一つです。 

 

 その他に何かございますでしょうか。 

 

～特になし～ 

 

 次第８ 議題 

 （１）会長・副会長選出 

 委員の互選により、会長を中山委員、副会長を髙師委員とするこ

とに決定 

 以降の議題については、富里市犯罪のないまちづくり推進協議会
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事務局 

 

 

 

 

会長 
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の運営に関する要綱第３条第１項の規定により、会長が議長となり

議事を進行する。 

 

（２）令和７年度における防犯事業の現状と取り組みについて 

 

それでは、議題の令和７年度における防犯事業の現状と取り組み

について、事務局から説明をお願いします。 

 

資料５により令和６年中の富里市内の犯罪発生状況（刑法犯認知

件数）の推移を説明 

資料６により令和７年度における防犯事業の取組について説明 

 

 ただ今、令和７年度における防犯事業の取り組みについて事務局

より説明がありました。 

委員の皆様より、御質問等いかがでしょうか。 

 

資料５の、富里市内の犯罪発生状況について、凶悪犯の欄でカッ

コの数値は合計数の内訳を表しているのですか。 

 

その通りです。 

 

その中で内訳の数を足し合わせて合計の数値と一致しない箇所

がありますが、なぜでしょうか。 

 

こちらは、千葉県警察本部から公表されている資料を基に作成し

ています。内訳は、内数ですので合計と合致しないことがあります

ことをご了承ください。次回からは、カッコの数字に関しての注意

書き等をさせていただきます。 

 

 ほかにございますでしょうか。 

 

防犯灯の事業について、補助の数が少ない気がします。私の自治

会では現在１６１灯管理しており、それを６年かけて LED 化して

きました。補助金を使って LED 化をしてきましたが、最初に交換

してから１０年経過します。LED の寿命が１０年ということもあ

り、１６１灯をまた６年かけて交換していかなければならないとい

うことになります。防犯灯の修繕に関しては、一団体当たり年間１

～２灯のみとのことで、とても少ないと感じています。市全体では、

防犯灯がいくつあり、どのように管理をしているかを聞かせていた
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だきたいです。 

 

LED 防犯灯の修繕につきましては、現在一団体につき、１～２

灯を上限としていますが、現在、補助金制度の見直しを図っている

段階であります。補助金額や補助台数の上限を上げる方向で見直し

を行っています。区・自治会等で維持管理されている防犯灯は約３，

８００灯ございます。今まで蛍光灯等から LED への交換などの補

助をさせていただいており、現在全体の約９０％が LED 防犯灯と

なっています。先ほど、１６１灯というお話もあり、LED の耐用

年数が１０年となっていることから、補助対象の修繕台数について

は、市の方で補助できるよう検討しているところですので、ご理解

をいただきたいところでございます。 

 

計画としては、何灯くらいを予定しているでしょうか。 

 

これから庁内で予算や財源を編成していくところです。市民活動

推進課の意向としては、すでにある LED防犯灯の修繕については、

上限を撤廃する考えでいます。新規設置に比べ、今まであるものが

故障して修理が必要なケースの方が優先されるため、修繕台数の上

限撤廃の方向で考えています。 

 

LED 防犯灯はだんだん暗くなっていくと聞いています。その修

繕基準がどうなのか気になります。また自治会で１６１灯を管理す

るのは非常に面倒なものです。どの電柱についているのか、いつ交

換や修繕をしたのかを管理するのが非常に面倒です。防犯灯を市で

全部管理してくれないのかと思います。 

 

他に何か、ご質問等ございますでしょうか。 

 

提案をさせていただきたいです。私は更生保護女性会に所属して

います。私は南山団地に住んでいますが、団地の入り口で外国人の

方が露出をしたことで子どもたちがとても不安に思ってしまいま

した。更生保護女性会としては、「ながら見守り隊」をみんなでや

っていこうとしています。先日行われた更生保護女性会での防犯の

講演で、犯罪者が一番危険視するのは、誰かが「気を付けて行くん

だよ」「元気に帰るんだよ」などと声をかける姿を見せるのが、犯

罪の抑止につながるということ仰っていました。この協議会には、

青少年相談員や PTA、防犯指導員もいらっしゃるので、富里市民の

みんなで「ながら見守り隊」といった活動市民全体で防犯の声掛け
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をしていくことが、青少年の健全な育成になり、子どもたちが犯罪

に巻き込まれないのではないかと思います。その理由として、資料

５にありますように、令和６年度に不同意性行為等が４件とありま

す。これが特別に関係あるわけではないですが、子どもたちが色ん

なことで怖いと感じるため、私たちが「みんな気を付けて帰るんだ

よ」「おはよう」「元気でいこうね」といった運動を何かしらの形で

できたらなと思い、提案をさせていただきました。PTAさんもいら

っしゃるので、どうでしょうか。特別に何かをするわけではないん

です。私たち大人一人ひとりができる限り子どもたちを見守ってい

る雰囲気を出せるようになると犯罪の抑止に繋がるのではないか

と思います。 

 

みんなで見守りはいいと思います。成田市では、下校時間になる

とメール等で「ただいま一斉下校中です。見守り活動をお願いしま

す」という内容で一斉にメール配信や防災無線で放送しているそう

です。富里市でも教育委員会の方からそういったメールを配信して

もらって、見守り隊やそれ以外の方にもメール等で周知できれば、

子どもたちのために見守ってあげようという気持ちになるので、防

犯指導員やパトロール隊だけでなく、一般の人にも周知できる点で

いいことの方が大きいと思います。 

 

技術的には、可能でございます。以前近隣で痛ましい交通事故が

起きた際には、登下校時に「皆さんで見守りをしましょう」という

内容でメール配信をしていました。ただ、毎日配信しているとその

分メールのパケット代がかかってきます。今回の御意見について

は、教育委員会へ情報共有をさせていただきます。今は子どもたち

の下校の時間については、地域の方々の見守り意識によって把握さ

れているので、それぞれの地域で見守りが行われていると思われま

す。 

 

地域からの要請なのか、教育委員会が自主的に行っているかはわ

かりませんが、効果はあるのではないかと思います。 

 

今、メール配信によるお知らせが多く、埋もれてしまう可能性も

ありますが、御意見は共有させていただきます。 

 

市民の皆さんの共通認識となればよいと思います。 

 

他に何か、ご質問等ございますでしょうか。 
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資料６の２ページ目にある防犯カメラのことですが、市内小中学

校入口すべてに設置されていないと思うのですが、その点はどうな

のでしょうか。ＰＴＡや校長会から教育委員会の方へ正門に防犯カ

メラ設置の要望書を提出しているのですが、要望が通るところと通

らないところがあるのが現状だと思います。この表を見ると日吉台

小学校と第一小学校が設置されてなく、中学校についてはどこにも

設置されていません。富里中学校に関しては、図書館前に設置され

ており、人通りが多いという理由であれば納得できますが、富里南

中学校、富里北中学校に関して、市内から外れたところであり、防

犯カメラは PTA の立場からしたら設置していただいた方が安心で

はないかと思います。 

先ほど提案のあった下校時にメールを配信するのも、児童生徒の

帰る時間がわかるとそのタイミングが狙われやすくなるというマ

イナス面もあると思われます。富里北中学校は下校時間を公式のホ

ームページで掲載しなくなり、保護者のマチコミへの配信、加えて

生徒への手紙配付のみとして下校時間がわからないようにしてい

ます。あとは、自治会等の連絡協議会で、小学校の学年毎に下校時

間が分かれているため見守り活動を依頼する旨を伝えました。そう

いった地域の中での会議で見守り活動の依頼をするべきだと思い

ます。市全体的に周知してしまうと、見守る目は増えますが、逆に

犯罪の手も増えるのではと思うため、保護者からすると見守りお願

いしますとは言えないと感じます。 

 

設置されている１１台の防犯カメラについてですが、学校に設置

するのも大事ですが、この１１台は公道などの不特定多数の人が通

るところを映しているものです。学校については、要望が上がって

いると思いますが、前向きに検討させていただいています。 

 

他に何か、ご質問等ございますでしょうか。 

 

日吉台地域では市の青色パトロール車を使って、防犯指導員と日

吉地区防犯連合会で毎週に２回、曜日を決めず下校時間帯に合わせ

て防犯パトロールをしています。また、日吉台交番の方と合同で定

期的なパトロール、そして、警察の方にパトカーでパトロールをし

ていただいています。警察の方でパトロールの状況について教えて

いただけますでしょうか。 

 

パトロールの状況としましては、学校の下校時間になりました

ら、無線で「子どもたちの下校時間なのでパトロールをお願いしま
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す」と伝えてパトロールを行っています。ただ、事件や事故が発生

した場合にはパトカーが出動するため、パトロールできない時もあ

ります。 

 

他に何か、ご質問等ございますでしょうか。 

特に無ければ、以上で議題を終了し、進行を事務局へお返ししま

す。 

 

次第９ 報告事項 

それでは次第９ 報告事項でございます。事務局より２点報告さ

せていただきます。 

 

（１）富里市外国人安全対策会議 

（２）富里市暴力団排除対策協議会 

 資料７、８により説明 

 

ただいまの説明について、御質問などございましたらお願いいたし

ます。 

 

～特になし～ 

 

次第１０ その他 

それでは次第１０ その他でございますが、委員の皆様から何か

ございますでしょうか。 

 

暴力団関係について、富里市内に暴力団の事務所等はあるのでし

ょうか。 

 

昨年の夏ごろに、新聞報道のあった暴力団の事務所移転の候補と

して富里市が挙げられていましたが、後の新聞報道では、芝浦の方

へ移転すると伺っています。 

 

他に、何か質問等ございますでしょうか。 

それでは、以上を持ちまして令和７年度第１回富里市犯罪のない

まちづくり推進協議会を閉会いたします。 

長時間にわたり、ありがとうございました。 

 

～閉会～ 

 


